
 

                                    

                              平成   年   月   日 

 

市川市長              

 

              確   約   書 
 

私は、「市川市補助金等交付規則第６条」の規定に基づき、「市川市雨水小型貯

留施設及び雨水浸透施設設置助成金」の交付を受け、下記施設を設置しましたが、

「市川市雨水小型貯留施設及び雨水浸透施設設置助成金交付要綱」第１０条及び

第１１条の規定に基づき、施設の定期的な点検及び維持管理を実施するとともに、

設置後５年以内に撤去する場合は、市川市に届出ることを確約します。 

 

           

 

 

 

 

記 

 

１ 設 置 箇 所   市川市                丁目      番      号 

 

２ 設 置 者   住 所 

 

氏 名                    印 

 

３ 設置施設      雨水小型貯留施設・雨水浸透施設 


